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新型コロナウイルス感染防止による公共施設の開館・休館情報

新型コロナウイルス感染防止への対応

市公共施設の開館状況（休館する施設の追加）

 周辺自治体において、新型コロナウイルス感染が拡大していることに伴い、４
⽉7⽇（火）から休館する施設について、現時点で決定したものをお知らせしま
す。（追加、変更等については、随時、市ホームページにて更新いたします）

■追加休館する施設
・各まちづくり推進センター
・各まちづくり推進センター分館
・中央⽼⼈センター（⿃栖北まちづくり推進センター分館）

 原則、市の公共施設で屋内施設は休館（⼀部開館しての利⽤制限あり）するこ
ととします。詳しくは、別紙の問合せ先にてご確認ください。
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